
 

 

第７８回国民スポーツ大会みやき町売店募集要領 

 

 

１ 趣旨 

 「第７８回国民スポーツ大会みやき町売店設置運営要項」に基づき、大会参

加者及び一般観覧者の便宜を図るとともに、特産品等の照会を行うために設置

する売店の募集に関して、必要な事項を定める。 

 

２ 設置場所 

 売店の設置場所は、各競技会場とする。ただし、ＳＡＧＡ２０２４みやき町

実行委員会（以下「実行委員会」という。）は必要に応じてこれを変更できる

ものとする。 

 

３ 設置期間 

 売店の設置期間は、各競技の開催期間中とする。ただし、実行委員会は必要

に応じてこれを変更できるものとする。 

 ※別表参照 

 

４ 開設時間 

 売店の開設時間は、競技開始１時間前から競技終了後３０分までとする。た

だし、実行委員会は必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

５ 出店数、位置及び規模 

出店数及び出店位置は実行委員会が決定し、出店規模は原則として１店舗あ

たり１ブース約２０㎡（２Ｋ×３Ｋのテント相当）とする。ただし、実行委員

会は必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

６ 販売品目 

 売店における販売品目は次に掲げるものとする。 

(1) スポーツ用品 

(2) 国スポ関連グッズ 

国民スポーツ大会標章又はＳＡＧＡ２０２４を使用した商品であり、そ

れぞれ公益財団法人日本スポーツ協会又はＳＡＧＡ２０２４実行委員会の

使用承認を得ているもの。 



(3) 郷土物産品 

飲食物（アルコール飲料を除く。ただし、実行委員会が郷土物産品と認め

るものは販売品目とすることができる。） 

(4) 宅配便 

(5) その他実行委員会が必要と認めたもの 

 

７ 出店者条件 

 売店の出店者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 次の条件のいずれかに該当する者 

ア 申請書の提出時において、みやき町内で１年以上店舗を有して営業を

継続している者 

イ 競技団体の推薦があり、実行委員会が必要と認める者 

ウ 第７３回国民体育大会以降の国体又は競技別リハーサル大会に出店実

績がある者 

エ その他実行委員会が認めるもの 

(2) 次の条件をいずれも満たす者 

ア 各競技開催期間中、本要項で定める開設時間を遵守し、継続して出店

すること 

イ 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又

は登録を受けていること 

ウ 当該出店業務に関する法令等に違反し、申請書の提出時点において過

去１年間に営業停止等、重大な処分を受けていないこと 

エ 飲食物販売の出店者については、申請書の提出時点において過去３年

間に食中毒発生等による行政処分を受けていないこと 

オ 申請書の提出時点において、市町村税の滞納がないこと 

カ みやき町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条の暴力団及

び暴力団員又は密接関係者ではないこと。また、従業員等として暴力団

員等を使用又は雇用していないこと 

 

８ 経費の負担 

(1) 売店の運営に関する経費は、出店者が負担する。 

(2) 出店者は、売店設置会場の管理等に要する経費の一部として、実行委員

会が別に定める出店料を負担するものとする。 

(3) (2)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者については、出店料を

免除することができる。 

ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する



法律（平成２４年法律第５０号）に規定する障害者就労施設等 

イ 町内に住居を有する個人、団体又は町内に事業所を有する法人 

ウ その他実行委員会が必要と認めたもの 

(1) (3)の規定に基づき、出店料の免除を受けようとする者は、売店出店料免

除申請書（様式第７号）を提出し、その承認を受けなければならない。実

行委員会は、承認した者に対して、売店出店料免除決定通知書（様式第８

号）を交付する。 

(2) 出店者は、出店料を実行委員会が指定する期日までに指定する口座に振

り込むものとする。なお、振込手数料は、出店者の負担とする。 

(3) 既納の出店料は、還付しない。ただし、実行委員会が必要と認めるとき

はこの限りではない。 

 

９ 運営設備等 

 売店出店に伴う設備等のうち、次に掲げるものについては実行委員会が準備

するものとし、その他必要な設備等（発電機等）については、出店者が準備す

るものとする。なお、実行委員会の許可を受けて火器又は燃料等危険物を使用

する出店者は、必要に応じて鳥栖消防署に届出をするとともに、ブース内に消

火器を設置しなければならないものとする。また、移動販売車の利用は駐車場

所の確保ができないため不可とする。 

(1) テント（２Ｋ×３Ｋ）１張以内 

(2) 長机６台以内 

(3) 椅子４脚以内 

 

１０ 出店申請 

 出店希望者は、実行委員会が定める期日までに売店出店申請書（様式第１号）

に次の書類を添えて、実行委員会に提出するものとする。 

(1) 売店出店概要書（様式第２号） 

(2) 売店従事者・搬入車両予定表及び持込備品調書（様式第３号） 

(3) 誓約書兼承諾書（様式第４号） 

(4) その他実行委員会が必要と認める書類 

 

１１ 出店者の選定 

 実行委員会は、本要項に基づき、適当であると認める者を出店者として選定

する。ただし、当該申請をする者が、次のいずれかに該当するときは、実行委

員会は優先して選定することができることとし、申請が定数を超える場合は、

実行委員会において選定する。 



(1) 売店等の取扱品目に係る業種別協議会、連合会、協同組合等の団体 

(2) 障害者就労施設等 

(3) その他実行委員会が適当と認める者 

 

１２ 提出方法 

 出店希望者は、所定の申請書（様式１号～様式第４号）に必要事項を記入の

うえ、本人確認書類等を添付して実行委員会へ持参又は郵送により提出するこ

と。 

 

１３ 受付期間 

 (1) ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会リハーサル大会 

令和５年９月１９日（火）～令和５年１２月２２日（金） 

 (2) ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会 

令和６年４月１日（月）～令和６年５月３１日（水） 

 窓口申請受付期間  平日：８時３０分～１７時１５分 

 ※郵送の場合は受付期間内必着とする。 

 

１４ 出店申請及び問い合わせ先 

 〒８４９－０１１３ 

佐賀県三養基郡みやき町大字東尾６４３６番地２ 

ＳＡＧＡ２０２４みやき町実行委員会事務局 

（みやき町教育委員会 社会教育課 国スポ・社会体育担当内） 

TEL：０９４２－８９－３１６３ FAX：０９４２－８９－３２２７ 

※申請書はみやき町ホームページからもダウンロード可。 

（https://www.town.miyaki.lg.jp/kurashi/bunka/_5042.html） 

 

１５ その他 

 (1) 売店の出店申請及び運営については、この要領に定めるもののほか、

第７８回国民スポーツ大会みやき町売店設置運営要項に基づき行うこと。 

 (2) 営業時間及び時間外の販売品の取り扱い及び管理については、出店者

が責任をもって行うこと。実行委員会では一切の責任を負わない。 

 (3) １店舗につき原則１台の駐車場を用意する。ただし、競技会場から距

離がある場合がある。 

 (4)  出店者及び従事者は、競技会場内の施設又は第三者に対して損害を与

えたときは、その損害賠償の責任を負うものとする。なお、損害賠償に

備え、損害保険等に加入しておくこと。 

https://www.town.miyaki.lg.jp/kurashi/bunka/_5042.html


別表 

（１） ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会リハーサル大会 

大会名 第３４回全九州選抜高等学校バレーボール大会 

競技会場 みやき町中原体育館 

設置期間 令和６年２月１０日（土） 

募集出店数 
８ブース 

※会場整備状況により募集出店数が変更となる場合がある。 

出店料 
町内に住居を有する個人、団体又は町内に事業所を有する法人 無料 

上記以外の者 5,000円/日 

 

 



別表 

（２） ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会 

競技名 バレーボール（少年男子） 

競技会場 みやき町中原体育館 

設置期間 令和６年１０月６日（日） ～ １０月８日（火） 

募集出店数 
８ブース 

※会場整備状況により募集出店数が変更となる場合がある。 

出店料 
町内に住居を有する個人、団体又は町内に事業所を有する法人 無料 

上記以外の者 5,000円/日 

 

競技名 ソフトボール（少年男子） 

競技会場 みやき町三根運動場 

設置期間 令和６年１０月１２日（土） ～ １０月１４日（月） 

募集出店数 
８ブース 

※会場整備状況により募集出店数が変更となる場合がある。 

出店料 
町内に住居を有する個人、団体又は町内に事業所を有する法人 無料 

上記以外の者 5,000円/日 

 


